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（
令
和
五
年
十
月
二
十
日
）  

一 

政
府
は
、
本
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
一
般
職
国
家
公
務
員
の
給
与
改
定
及
び
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
更
な
る
柔
軟
化
に
つ
い
て
人
事
院
勧
告
ど
お
り
実
施
す
る

こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
本
年
度
の
公
務
員
の
給
与
改
定
等
の
方
針
を
決
定
し
ま

し
た
。 

 

二 

本
年
の
勧
告
は
、
調
査
時
点
の
民
間
の
給
与
実
態
を
反
映
し
、
昨
年
に
続
き
俸

給
及
び
ボ
ー
ナ
ス
を
引
き
上
げ
る
ほ
か
、
働
き
方
の
多
様
化
に
対
応
し
た
給
与
制

度
の
整
備
と
し
て
在
宅
勤
務
等
手
当
の
新
設
等
を
行
う
内
容
で
あ
り
ま
す
。 

 

三 

政
府
は
、
労
働
基
本
権
制
約
の
代
償
措
置
と
し
て
の
人
事
院
勧
告
制
度
を
尊
重

し
、
国
の
財
政
状
況
、
経
済
社
会
情
勢
な
ど
国
政
全
般
と
の
関
連
を
考
慮
し
つ
つ
、

国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
適
正
な
結
論
を
出
す
べ
く
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
本
日
、
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勧
告
ど
お
り
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 
四 
地
方
公
務
員
の
給
与
改
定
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
地
方

公
務
員
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
適
切
に
対
応
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。 

 

五 

公
務
員
諸
君
に
は
、
一
人
一
人
が
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、

引
き
続
き
持
て
る
力
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
職
務
に
精
励
す
る
こ
と
を
期
待
し
ま

す
。 


